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第1. 優先交渉権者選定基準の位置づけ及び考え方 
1.1 優先交渉権者選定基準の位置づけ 

「宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）優先交渉権者

選定基準」（以下「本基準」という。）は，県が，宮城県上工下水一体官民連携運営

事業（みやぎ型管理運営方式）（以下「本事業等」という。）を実施する民間事業者

を公募型プロポーザル方式により，優先交渉権者として選定するための方法及び評

価基準等を示したものであり，募集要項と一体である。 

募集要項において定義されている用語は，本基準において別段の規定がない限り，

本基準においても同じ意味を有するものとする。 
 

1.2 評価の基本的な考え方 
県は，将来にわたって安全・安心な水の安定的な供給及び汚水の安定的な処理の

みならず，民間事業者における新技術の開発・導入，創意工夫といったイノベーシ

ョンにより，効率的かつ効果的な新たな運営方法を確立するとともに県民等及び地

域に対して新たな価値を創出し，加えてその知見及び知識の活用が全国の課題解決

の一つのモデルとなることを期待している。このため，これらの実現が期待できる

提案を高く評価するものとする。 
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第2. 優先交渉権者選定の方法 
2.1 選定方法の概要 

本事業等では，応募者との対話により要求水準書等の詳細を調整する場合がある。

このため，ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドラインに示される事業者選定フ

ロー及び民間事業者の募集，評価・選定に当たっての基本的な考え方を踏まえ，公

募型プロポーザル方式により，提案を総合的に評価するものとする。 

優先交渉権者の選定は，参加資格要件の充足を確認する「第一次審査」と，第二

次審査参加者との競争的対話を踏まえ，具体的な事業方針等について審査及び評価

等を行う「第二次審査」の二段階に分けて実施する。 

提案書類では，事業者名は，正本のみに記載し，それ以外では，応募者の名称及

び名称を類推できる記載（ロゴマークの使用等を含む。）は行わないこととする。

応募者以外の協力企業の名称及び名称を類推できる記載（ロゴマークの使用等を含

む。）も同様とする。また，以下に示す委員会に対しては，応募者の名称は通知し

ない。 

 

2.2 優先交渉権者選定の体制 
県は，優先交渉権者を選定するにあたり，専門的見地からの意見を参考とすると

ともに，ＰＦＩ法第 11 条第 1 項に規定する客観的な評価を行うため，民間資金等

活用事業検討委員会条例（平成 19 年宮城県条例第 14 号）に基づく宮城県民間資金

等活用事業検討委員会（以下「委員会」という。）を設置した。 

委員会の委員の具体的な名称は募集要項に記載のとおりである。 

県は，委員会における審査及び評価等の答申を受けて，優先交渉権者及び次点交

渉権者を選定する。 
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第3. 審査の手順 
審査は，以下の手順で実施する。 

なお，各審査の結果については，応募者へ個別に通知するほか，優先交渉権者及

び次点交渉権者の選定結果とその講評を県のホームページにおいて公表する。 

 

 

 

第一次審査 

（参加資格要件の充足を確認） 

第一次審査書類の提出 

競争的対話等の実施 

第二次審査書類の提出 

提案審査 

（提案書類の審査及び 

プレゼンテーションの確認） 

優先交渉権者及び次点交渉権者の 

選定 

失格 

失格 

参加資格要件の 

充足が確認でき 

ない場合 

募集要項又は要求

水準等の内容を 

満たさない場合 

第二次審査 

図 1 審査の手順 
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第4. 第一次審査 
応募者は，様式集及び記載要領の内容に従い，第一次審査書類を作成する。県は，

応募者が提出した第一次審査書類について，募集要項に示す参加資格要件の充足を

確認し，参加資格要件の充足が確認できない応募者は失格とする。県は，第一次審

査の結果を委員会に報告する。 

なお，第一次審査書類には，確認事項を証明するために必要な添付資料を含むも

のとする。 

 

表 1 第一次審査の確認事項 
確認事項 必要書類 

応募者の構成 【様式●●】参加表明書 

【様式●●】応募者の名称等 

【様式●●】予定議決権株式割合 

【添付資料】会社概要，登記簿謄本等 

応募企業又はコンソー

シアム構成員に共通の

参加資格 

【様式●●】参加資格確認申請書 

応募企業又はコンソー

シアム構成員に求めら

れる実績要件 

【様式●●】実績を証する書類 

【添付資料】契約書の写し等実績について確認できる資

料 

応募企業又は代表企業

に求められる要件 

【様式●●】資本金を証する書類 

【添付資料】直近の決算報告書や四半期報告書等，資本

金が確認できる資料 
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第5. 第二次審査 
第二次審査は，参加資格があるとされた者（以下「第二次審査参加者」という。）

から提出された第二次審査書類を審査及び評価を行った上で，優先交渉権者及び次

点交渉権者を選定するものである。第二次審査の具体的な内容は以下のとおりであ

る。 

 

5.1 提案審査の実施 
第二次審査参加者は，県との競争的対話を経た上で，様式集及び記載要領の内容

に従い，第二次審査書類を作成する。委員会は，第二次審査参加者が提案する本事

業等に関する具体的な事業方針等が適切なものとなっているかについて，第二次審

査書類に含まれる提案審査書類及び委員会に対するプレゼンテーション（質疑応答

を含む。）を基に審査及び別紙 1に基づく評価を行う。 

 

5.2 提案審査における審査及び評価 
5.2.1 提案項目等 

第二次審査参加者は，様式集及び記載要領及び別紙 1 の記載内容に従い，提案審

査書類を作成する。 

なお，提案審査書類における留意事項，提案項目，記載必須事項，評価基準及び

対応様式は，別紙 1 に記載のとおりである。 

 

5.2.2 評価における得点化の方法 

得点化の方法及び評価基準は，表 2 及び別紙 1に記載のとおりである。 

委員が審査を行うに当たっては，提案項目ごとに評価基準に挙げた事項を考慮し，

その提案の評価に応じた得点を与える。評価基準は「標準未満」，「標準」，「良」，

「優」とし，「標準」及び「良」の評価基準を満たしたものは「良」を，「標準」，

「良」及び「優」の評価基準を満たしたものを「優」と評価する。 

なお，提案項目のうち，「標準未満」の評価を一つでも受けた第二次審査参加者

は失格とする。 

委員会は，提案項目ごとに委員の得点の平均点を算出し，合計したものを委員会

の得点結果とする。ただし，この得点の計算方法により算出された得点が同点とな

る第二次審査参加者がいる場合，下水道事業に係る改築費用の得点及び運営権者提

案額の得点以外の提案項目の平均点を合計したものを委員会の参考得点結果とし，

参考得点結果の優劣にしたがって順位を付ける。さらに，参考得点についても同点

となった場合には，運営権者提案額の低い順に順位をつける。 

なお，得点化の際は，小数点第 3位以下は四捨五入し，小数点第 2 位までを求め

る。 
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表 2 得点化の方法 

評価 得点 

優 配点×1.0 

良 配点×0.8 

標準（要求水準を満たしている） 配点×0.6 

標準未満 - 

 

5.2.3 下水道事業に係る改築費用の得点の計算方法 

第二次審査参加者が提案する下水道事業に係る改築費用は，募集要項に示す流域

下水道事業ごとの改築費用の上限額を上回らないものとし，流域下水道事業ごとの

改築費用の上限額の合計額（以下「改築費用の上限額」という。）より低いものを

評価する。具体的な計算式については，以下に示す。 

 

配点×（改築費用の上限額-改築費用提案額）/（改築費用の上限額-改築費用基

準額） 

 

第二次審査参加者が提案した下水道事業に係る改築費用において，改築費用提案

額が県の設定した改築費用の基準額（以下「改築費用基準額」という。）を下回る

場合であっても，下水道事業に係る改築費用の得点は 7 点を上限とする。 

なお，優先交渉権者等の選定において競争性を確保する観点から，改築費用基準

額は公表しない。 

 

5.2.4 運営権者提案額の得点の計算方法 

第二次審査参加者が提案する運営権者提案額は，募集要項に示す 9 個別事業ごと

の上限額を上回らないものとし，9個別事業ごとの提案上限額の合計額（以下「運

営権者提案額の上限額」という。）より低いものを評価する。具体的な計算式につ

いては，以下に示す。 

 

配点×（運営権者提案額の上限額-運営権者提案額）/（運営権者提案額の上限額

-運営権者提案額の基準額） 

 

第二次審査参加者が提案した運営権者提案額において，運営権者提案額が県の設

定した運営権者提案額の基準額を下回る場合であっても，運営権者提案額の得点は

40 点を上限とする。 

なお，優先交渉権者等の選定において競争性を確保する観点から，運営権者提案
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額の基準額は公表しない。 

 

5.2.5 調査基準額を下回った場合における調査の実施 

下水道事業に係る改築費用及び運営権者提案額の得点化に当たっては，下水道事

業に係る改築費用及び運営権者提案額それぞれに対して，調査基準額（以下「調査

基準額」という。）を設定し，調査基準額を下回る第二次審査参加者の提案につい

て，委員会は調査を実施する。調査においては，当該第二次審査参加者の提案書類

から下水道事業に係る改築費用及び運営権者提案額の算定根拠を確認するほか，必

要に応じて当該第二次審査参加者に追加資料（内訳書）の提出及びヒアリングを求

めることがある。 

なお，優先交渉権者等の選定において競争性を確保する観点から，調査基準額は

公表しない。 

 



8 

 

第6. 優先交渉権者等の選定 
県は，委員会における審査及び評価等の答申を受けて，第二次審査参加者の得点

及び順位を決定し，第一位の第二次審査参加者を優先交渉権者として選定する。ま

た，第二位の第二次審査参加者を次点交渉権者とする。 



別紙 1-1 

 

別紙１ 提案項目ごとの評価基準及び留意事項 
【提案全体に係る留意点】 

1)各項目の記載必須項目の記載がない場合は，当該第二次審査参加者を失格とする。 

2)各提案項目において記載する施策が一定の条件を満たす場合にのみ実施するこ

とを予定するものである場合は，その旨を明記すること。なお，特段の条件なく

実施する施策は，一定の条件を満たす場合にのみ実施することを予定する施策よ

りも，これが高く評価されることに留意すること。 

3)提案審査書類の作成に当たっては，複数のシナリオを想定することを妨げるもの

ではないが，各提案項目において目標値や具体的な施策を提案するに当たっては，

提案審査書類全体を通じて採用する一のシナリオを特定・明示した上で，当該採

用したシナリオに基づいて記載すること。 

4)提案審査書類の得点化に当たっては，各項目の様式に記載された内容のみを評価

の対象とし，他の項目に当該項目の内容を記載したとしても，二重に評価するこ

とは行わない。 

5)協力会社とは，本事業等に関し，委託等される者を指す。 

6)実績及び資格等を証明するために必要な資料には，原則として契約書や証明書等

の写しを含めるものとし，提案項目となる施策等は記載しないこと。 

7)信頼性の高い根拠を基に提案審査書類を作成することとする。 

8)3 事業については，水道用水供給事業，工業用水道事業及び流域下水道事業の順

に記載すること。 

9)9 個別事業については，大崎広域水道用水供給事業，仙南・仙塩広域水道用水供

給事業，仙塩工業用水道事業，仙台圏工業用水道事業，仙台北部工業用水道事業，

仙塩流域下水道事業，阿武隈川下流流域下水道事業，鳴瀬川流域下水道事業，吉

田川流域下水道事業の順に記載すること。 

 

【別紙 1に係る留意点】 

1)記載必須項目と留意事項の番号は対応関係にある。 

2)別紙においては，便宜的に 3 事業それぞれを上水，工水，下水と記載している。 
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確

で
あ

り
，
課

題
を

踏

ま
え

た
対

応
策

が
明

記

さ
れ

て
い

る
。
ま
た

，
各

提
案

項
目

と
整

合
し

て

い
る

。
 

対
応

策
に
つ

い
て

，
民

間
な

ら
で
は

の
創

意
工

夫
が

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
現

状
分

析
，
課

題
整

理
及

び
対

応
策
が

，
単

に
検

討
を

羅
列

し
た

も
の

で
は

な
く
，

各
提

案
項

目
と

関
連

す
る

内
容

と
な

っ
て
い

る
こ

と
。

 

 

2
. 

事
業

実
施

体
制
（

11
点

）
 

 
 

 
2
-1

役
割

分
担

及
び

機
関

設
計
（

3
点

）
 

 
 

 

①
応

募
企

業
又

は
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

の
果

た
す

役
割

及
び
位

置
づ

け
，

並
び

に
出

資
構

成
 

②
Ｓ

Ｐ
Ｃ

組
織

図
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

本
事

業
等

の
実

施
の

た

め
に

必
要

と
考

え
る

実

績
や

ノ
ウ

ハ
ウ

が
示

さ

れ
て

お
り
，
Ｓ

Ｐ
Ｃ

の
事

業
実

施
体

制
が

こ
れ

を

確
保

す
る

に
足

る
も

の

と
な

っ
て

い
る

。
 

ま
た
，
Ｓ

Ｐ
Ｃ

の
意

思
決

定
の

プ
ロ

セ
ス

が
明

記

効
率

的
か
つ

効
果

的
な

新
た

な
運
営

方
法

が
示

さ
れ

て
お
り

，
そ

の
た

め
に

必
要
な

新
技

術
の

開
発

・
導
入

，
創

意
工

夫
と

い
っ
た

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
に
関

す
る

他
の

提
案

項
目
に

お
け

る
提

案
と

の
関
連

が
明

記
さ

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
応

募
企

業
又
は

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
構
成

員
の

議
決

権
比

率
に

つ
い

て
は

，
合

計
を

1
00
%と

す
る

こ
と

。
 

 



別
紙

1
-
3 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

さ
れ

て
お

り
，
ガ

バ
ナ

ン

ス
の

確
保

と
意

思
決

定

の
迅

速
化

に
配

慮
し

て

い
る

。
 

れ
て

い
る

。
 

 
2
-
2 

9
個
別

事
業

の
遂

行
能

力
（
3
点

）
 

 
 

 

①
9

個
別

事
業

の
事

業
実

施
体

制
図

 

②
業

務
責

任
者

の
資

格
及

び
実

績
 

③
協

力
会

社
と

の
協

業
体

制
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

9
個

別
事

業
ご

と
に

，
事

業
実

施
体

制
及

び
必

要

人
員

数
が

明
記

さ
れ

て

お
り
，
必

要
な

専
門

的
能

力
及

び
資

格
を

有
す

る

者
が

業
務

責
任

者
と

し

て
配

置
さ

れ
て

い
る

。
 

協
力

会
社

に
業

務
の

一

部
を

委
託

等
す

る
場

合

は
，

委
託

業
務

の
内

容
，

業
務

の
監

督
，
指

導
体

制

が
合

理
的

で
あ

る
。

 

事
業

全
体
を

俯
瞰

し
，

全
体

最
適
を

目
指

し
た

事
業

運
営
を

行
う

た
め

に
必

要
と
な

る
創

意
工

夫
が

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

運
転

管
理
に

従
事

す
る

コ
ン

ソ
ー
シ

ア
ム

構
成

員
又

は
協

力
会

社
が
，
9

個
別

事
業
全

て
に

お
い

て
，

同
等
以

上
の

処
理

方
式

で
あ
り

，
か

つ
同

一
施

設
で
連

続
し
て

3

年
以

上
の
実

績
を

有
す

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

②
業

務
責

任
者
の

専
門

的
能

力
及

び
資
格

に
つ

い
て

は
，

内
容

を
証

明
す

る
た

め
に
必

要
な

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
と

し
，

当
該
添

付
資

料
に

つ
い

て
は

頁
数

制
限

に
含

ま
な

い
。

 

③
運

転
管

理
に
従

事
す

る
者

の
実

績
と
し

て
，

 

9
個

別
事

業
ご

と
に
各

1
件

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
運

転
管

理
に
従

事
す

る
コ

ン
ソ

ー
シ
ア

ム
構

成
員

又
は

協
力

会
社

の
運

転
管

理
業
務

の
実

績
に

つ
い

て
は

，
実

績
を

証
明

す
る
た

め
に

必
要

な
資

料
（

仕
様

書
，

契
約

書
及
び

履
行

が
完

了
し

た
こ

と
を

示
す

資
料

を
含
む

が
，

こ
れ

ら
に

限
ら

な
い

）
を

添
付

す
る
こ

と
と

し
，

当
該

添
付

資
料

に
つ

い
て

は
頁
数

制
限

に
含

ま
な

い
。

な
お

，
日

本
以

外
の
国

又
は

地
域

の
実

績
を

記
載

す
る

場
合

に
は
，

当
該

添
付

資
料

に
つ

い
て

は
原

文
書

，
日
本

語
訳

及
び

当
該

日
本

語
訳

が
原

文
書

の
忠
実

な
翻

訳
で

あ
る

こ
と

の
証

明
（

第
三

者
が
発

行
し

た
も

の
に

限
る

）
を

含
め

る
こ

と
。

 

③
運

転
管

理
業
務

を
委

託
等

す
る

場
合
に

は
，

委
託

等
の

相
手

先
及

び
委

託
等

の
相
手

先
の

再
委

託
先

（
該

当
あ

る
場

合
）

と
の
協

業
体

制
及

び
各

社
の

実
績

を
本

提
案

項
目
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 

 
2
-3

人
員

確
保

の
確

実
性
（

3
点

）
 

 
 



別
紙

1
-
4 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

 

①
9

個
別

事
業

の
人

員
確

保
の

た
め

の
計

画
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

本
事

業
等

の
実

施
の

た

め
の

人
員

確
保

の
確

実

性
を

確
認

で
き

る
計

画

と
な

っ
て

い
る

。
 

事
業

の
運

営
に

必
要

な

人
員

の
確

保
に

関
す

る

目
標

が
設

定
さ

れ
て

い

る
。

 

 

計
画

ど
お
り

事
業

開
始

日
ま

で
に
，

人
員

の
確

保
が

進
め

ら
れ

る
よ

う
，

複
数
の

工
夫

が
明

記
さ

れ
て

い
る

。
 

ま
た

，
県
職

員
に

対
す

る
技

術
承
継

へ
の

協
力

や
そ

の
工
夫

に
つ

い
て

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
応

募
者

が
必
要

と
考

え
る

人
員

を
本
事

業
等

開
始

日
ま

で
に

確
保

す
る

方
法

に
つ
い

て
，

時
系

列
に

沿
っ

て
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
県

か
ら

運
営

権
者

へ
の
派

遣
職

員
に

つ
い

て
は

，
人

員
確

保
の

た
め
の

計
画

に
含

め
な

い
。

 

 

 
2
-4

応
募

企
業

又
は

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
構

成
員

の
実
績

（
2
点

）
 

 
 

 

①
上

水
道

事
業

の
実

績
 

②
下

水
道

事
業

の
実

績
 

 

 
募

集
要
項

3.
4.
3①

及
び

3
.
4.
3
②

に
記

載
さ

れ
た

実
績

を
有

す
る

。
 

左
記

の
実
績

と
し

て
，

日
本

又
は
日

本
と

同
等

水
準

以
上
の

水
質

基
準

を
有

す
る
国

も
し

く
は

地
域

に
お
け

る
実

績
を

有
す

る
。

 

浄
水

場
に

お
け

る
運

転
管

理
業

務
を

元
請

と
し

て
，

以
下

の
い

ず
れ

か
の

一
つ

以
上

を
満

た
す

実
績

を
同

一
施

設
で

連
続

し
て

3
年

以
上

有
す

る
。

 

(
a
)平

成
22

年
度

以

降
，
日

本
国

内
の

上
水

道
事

業
に

お
い
て

，
処

理
能

力
日
量

2
0
万

立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

急
速

ろ
過

方
式
 

(
b
)平

成
22

年
度

以

降
，
日

本
国

内
の

上
水

道
事

業
又

は
工

業
用

水
道

事
業
に

お
い
て

，

処
理

能
力

日
量

1
0

万
立

方
メ
ー

ト
ル

以
上

の
高

速
凝

集
沈

殿
方

①
②

記
載

す
べ
き

実
績

の
詳

細
は

，
以
下

の
と

お
り

。
 

施
設

名
，

事
業

方
式

，
契
約

期
間
，

処
理

能
力

，
処

理
実

績
（

日
最

大
，

日
平
均

），

実
施

場
所
（

国
名
・
地

域
名
），

処
理

方
式

，

発
注

者
，
受

注
者
，
事

業
へ

の
参

加
形
態

，

具
体

的
な

業
務

内
容

，
契

約
金

額
 

①
②

共
同

企
業
体

と
し

て
受

託
し

た
業
務

の
実

績
は

，
業

務
の

内
容

を
考
慮

し
，
個

別
に

判
断

す
る

。
該

当
す

る
業
績

を
記
載

す
る

場
合

に
は

，
当

該
業

務
に
お

け
る
自

社
の

業
務

内
容

を
明

確
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
②

上
水

及
び

下
水

そ
れ

ぞ
れ

1
件

記
載

す
る

こ
と

。
た

だ
し

，
評

価
基
準

の
「
優

」
に

該
当

す
る

実
績

と
し

て
追
加

の
記
載

が
必

要
な

場
合

は
，

当
該

実
績
に

つ
い
て

１
件

記
載

す
る

こ
と

（
最
大

3
件

）。
 

①
②

内
容

を
証
明

す
る

た
め

に
必

要
な
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

と
し

，
当
該

添
付
資

料
に

つ
い

て
は

頁
数

制
限

に
含

ま
な

い
。

 

①
②

日
本

以
外
の

国
又

は
地

域
の

実
績
を

記
載

す
る

場
合

に
は

，
内

容
を
証

明
す
る

た
め

に
必

要
な

資
料

（
仕

様
書
，

契
約
書

及
び

 



別
紙

1
-
5 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

式
 

履
行

が
完

了
し

た
こ

と
を
示

す
資
料

を
含

む
が

，
こ

れ
ら

に
限

ら
な
い

）
を
添

付
す

る
こ

と
と

し
，

当
該

添
付
資

料
に
つ

い
て

は
頁

数
制

限
に

含
ま

な
い
。

ま
た
，

当
該

添
付

資
料

に
つ

い
て

は
原
文

書
，
日

本
語

訳
及

び
当

該
日

本
語

訳
が
原

文
書
の

忠
実

な
翻

訳
で

あ
る

こ
と

の
証
明

（
第
三

者
が

発
行

し
た

も
の

に
限

る
）
を

含
め

る
こ
と

。
 

3
. 

収
支

計
画

・
資

金
調

達
方

法
（
9
点

）
 

 
 

 
3
-
1 
収
支

計
画

（
6
点

）
 

 
 

①
法

人
及
び

9
個

別
事

業
ご

と

の
計

画
財

務
諸

表
（

運
営
権

者
提

案
額

，
貸

借
対

照
表
，

損
益

計
算

書
，

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

）
 

②
計

画
財

務
諸

表
に

お
け

る
主

要
な

前
提

条
件

 

③
想

定
さ

れ
る

リ
ス

ク
へ

の
対

応
方

法
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

法
人

の
計

画
財

務
諸

表

と
9
個

別
事

業
ご

と
の

計

画
財

務
諸

表
が

整
合

し

て
い

る
。

 

想
定

さ
れ

る
リ

ス
ク

へ

の
対

応
方

法
（

保
険

等
）

が
明

確
に

示
さ

れ
て

お

り
，

資
金

調
達

や
改

築
・

修
繕

等
の

施
策

と
整

合

し
て

い
る

。
 

下
水

の
改
築

実
施

時
期

が
平

準
化
さ

れ
る

等
，

財
務

的
安
定

性
に

配
慮

し
て

い
る

。
 

想
定

さ
れ
る

リ
ス

ク
へ

の
対

応
方
法

に
関

す
る

工
夫

が
明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
収

支
計

画
は
各

年
度

の
計

画
値

を
記
載

す
る

も
の

と
し

，
金

額
単

位
は

千
円

と
す

る
。

 

①
様

式
集

及
び
記

載
要

領
に

お
い

て
個
別

掲
記

し
て

い
る

項
目

は
必

ず
記

載
す

る
も

の
と

し
，

そ
の

他
の

項
目

を
任

意
で

追
加
す

る
こ

と
は

妨
げ

な
い

。
 

①
②

収
支

計
画
の

内
容

は
，

他
の

提
案
項

目
と

整
合

的
で

あ
り

，
ま

た
，
そ

の
内
容

が
現

実
的

か
つ

合
理

的
で

あ
る
も

の
と
す

る
こ

と
。

な
お

，
収

支
計

画
は
実

施
契
約

上
の

義
務

を
構

成
す

る
も

の
で
は

な
く
，

運
営

権
者

が
計

画
を

実
現

す
る
こ

と
が
で

き
な

か
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
も
，

実
施
契

約
違

反
と

は
し

な
い

。
 

①
②

9
個

別
事
業

の
収

支
計

画
の

提
案
に

お
い

て
は

，
法

人
に

係
る

共
通
経

費
及
び

公
租

公
課

等
に

つ
い

て
，

原
則
と

し
て
運

営
権

者
が

収
受

す
る

料
金

の
事
業

期
間
総

額
に

占
め
る

9
個

別
事

業
の

比
率

で
配

賦
し

た

後
の

金
額

を
記

載
す

る
こ
と

と
す
る

が
，

費
用

の
発

生
実

態
を

反
映
し

た
合
理

的
な

方
法

及
び

そ
の

配
賦

根
拠
を

別
途
明

記
し

た
場

合
に

は
，

他
の

配
賦
方

法
を
用

い
る

 



別
紙

1
-
6 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

こ
と

も
差

し
支

え
な

い
。

 

①
②

事
業

報
酬
の

額
に

つ
い

て
は

，
合
理

的
に

説
明

で
き

，
妥

当
な

水
準

で
あ

る
こ

と
。

 

①
②

大
崎

広
域
水

道
用

水
供

給
事

業
と
仙

台
北

部
工

業
用

水
道

事
業

の
共
用

資
産
に

関
す

る
項

目
に

つ
い

て
は

，
提
案

作
成
の

便
宜

上
，

す
べ

て
大

崎
広

域
水
道

用
水
供

給
事

業
に

計
上

す
る

こ
と

。
 

③
想

定
さ

れ
る
リ

ス
ク

へ
の

対
応

方
法
（

保
険

等
）

の
提

案
に

お
い

て
は

，
各

リ
ス
ク

へ
の

対
応

方
法

を
具

体
的

に
記

載
す

る
と

と
も

に
，

保
険

の
付

保
に

よ
る

対
応

を
想
定

し
て

い
る

場
合

は
そ

の
内

容
，

免
責

金
額
及

び
免

責
と

な
る

事
項

へ
の

対
応

方
法

に
つ
い

て
も

記
載

す
る

こ
と

。
ま

た
，

保
険

に
代
わ

る
リ

ス
ク

へ
の

対
応

方
法

を
提

案
す

る
場
合

も
，

本
提

案
項

目
に

お
い

て
提

案
す

る
こ

と
。

 

3
-
2
 資

金
調

達
方

法
（
3
点

）
 

 
 

 

①
資

金
調

達
方

法
 

②
資

金
調

達
の

確
実

性
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

応
募

企
業

又
は

コ
ン

ソ

ー
シ

ア
ム

構
成

員
か

ら

の
出

資
や

金
融

機
関

等

か
ら

の
借

入
等

が
具

体

的
か

つ
十

分
で

あ
り
，
安

定
性

や
継

続
性

を
保

つ

た
め

の
資

金
調

達
方

法

で
あ

る
か

確
認

す
る

。
 

資
金

調
達

方
法

に
つ

い

て
，
客

観
的

に
確

実
性

が

認
め

ら
れ

る
。

 

複
数

の
資
金

調
達

先
を

確
保

す
る
等

，
資

金
調

達
の

安
定
性

及
び

継
続

性
を

確
保
す

る
た

め
の

工
夫

が
明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
資

金
の

調
達
先

，
調

達
額

，
調

達
条
件

（
金

利
等

）
を

明
確

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
資

金
調

達
に
つ

い
て

は
，

融
資

確
約
書

等
の

添
付

等
，

そ
の

調
達

の
確

実
性

に
つ
い

て
の

根
拠

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 

4
. 

水
質

管
理
（

22
 点

）
 

 
 

 
4
-1

上
水

の
水

質
管

理
（

10
点

）
 

 
 

 
①
法

定
基

準
及

び
県

基
準

を
遵

守
す

る
水

質
管

理
計

画
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
，
体

制
及

び

現
行

体
制
以

上
と

な
る

提
案

と
し
て

水
質

実
績

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

①
季

節
変

動
を
含

む
原

水
水

質
の

変
化
や

施
設

の
特

性
等

を
考

慮
し

た
計

画
を

事
業
別

に
記

 



別
紙

1
-
7 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

②
水

質
試

験
及

び
監

視
の

体
制
 

③
水

質
異

常
の

防
止

に
向

け
た

管
理

 

管
理

方
法

が
具

体
的

に

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

を
踏

ま
え
た

管
理

目
標

値
設

定
が
あ

り
，

具
体

的
か

つ
効
果

的
と

認
め

ら
れ

る
。

 

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

載
す

る
こ

と
。

 

①
水

質
管

理
計
画

と
し

て
，

以
下

の
項
目

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

高
濁

度
・

か
び

臭
・

消
毒

副
生

成
物
等

へ
の

対
応

，
受

水
点

に
お

け
る

残
留

塩
素

の
確

保
 

①
現

行
の

県
の
水

質
検

査
計

画
と

整
合
を

図
る

こ
と

。
 

②
法

定
基

準
及

び
県

基
準

を
遵

守
す

る
た

め

に
，

過
去

の
水

質
検

査
実

績
値

を
十

分
考

慮
・

反
映

し
た

上
で

，
運

営
権

者
が
自

ら
定

め
る

管
理

目
標

等
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
試

験
・

監
視
位

置
，

試
験

項
目

・
頻
度

，
従

事
者

実
績

，
精

度
管

理
，

水
質

試
験
の

委
託

先
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
試

験
結

果
の
チ

ェ
ッ

ク
体

制
，

試
験
結

果
の

保
存

・
管

理
，

試
験

結
果

の
県

へ
の
連

絡
体

制
（

速
報
等

），
異

常
値

に
対

す
る

再
検

査
体

制
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
原

水
に

お
け
る

毒
物

，
油

等
の

監
視
方

法
及

び
水

質
事

故
を

想
定

し
た

訓
練

計
画
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
4
-2

工
水

の
水

質
管

理
（

4
点

）
 

 
 

 

①
水

質
基

準
及

び
施

設
特

性
を

考
慮

し
た

水
質

管
理

計
画

 

②
水

質
試

験
及

び
監

視
の

体
制
 

③
水

質
異

常
の

防
止

に
向

け
た

管
理

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
，
体

制
及

び

管
理

方
法

が
具

体
的

に

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

①
県

基
準

及
び
施

設
の

特
性

を
考

慮
し
た

計
画

を
事

業
別

に
記

載
と

す
る

こ
と

。
 

①
水

質
管

理
計
画

と
し

て
，

以
下

の
項
目

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

高
濁

度
，

ｐ
Ｈ

異
常

へ
の

対
応

 

①
仙

塩
工

業
用
水

道
事

業
に

お
い

て
は
，

県
基

準
を

遵
守

す
る

た
め

に
，

運
営

権
者
が

自
ら

定
め

る
管

理
基

準
値

等
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
仙

台
北

部
工
業

用
水

道
事

業
に

お
い
て

は
，

新
設

す
る

濁
度

低
減

処
理

施
設

の
重
要

性
を

十
分

考
慮

し
た

上
で

，
運

営
権

者
が
自

ら
定
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提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

め
る

管
理

基
準

値
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
試

験
・

監
視
位

置
，

試
験

項
目

・
頻
度

，
従

事
者

実
績

，
試

験
方

法
及

び
試

験
結
果

の
管

理
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
原

水
に

お
け
る

毒
物

，
油

等
の

監
視
方

法
及

び
水

質
事

故
を

想
定

し
た

訓
練

計
画
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
4
-3

下
水

の
水

質
管

理
（

8
点

）
 

 
 

 

①
法

定
基

準
及

び
県

基
準

を
遵

守
す

る
水

質
管

理
計

画
 

②
水

質
試

験
及

び
監

視
の

体
制
 

③
水

質
異

常
の

防
止

に
向

け
た

管
理

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
，
体

制
及

び

管
理

方
法

が
具

体
的

に

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

①
水

質
基

準
及
び

施
設

の
特

性
を

考
慮
し

た
計

画
を

事
業

別
に

記
載

と
す

る
こ

と
。

 

①
水

質
管

理
計
画

と
し

て
，

以
下

の
項
目

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

高
負

荷
水

へ
の

対
応

 

①
法

定
基

準
及

び
県

基
準

を
遵

守
す

る
た

め

に
，

運
営

権
者

が
自

ら
定

め
る

管
理
目

標
値

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
試

験
・

監
視
位

置
，

試
験

項
目

・
頻
度

，
従

事
者

実
績

，
試

験
方

法
及

び
試

験
結
果

の
管

理
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
流

入
水

に
お
け

る
有

害
物

質
及

び
事
業

所
排

水
の

監
視

方
法

・
体

制
，

水
質

事
故
を

想
定

し
た

訓
練

計
画

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

5
. 

運
転

管
理

・
保

守
点

検
（

22
点

）
 

 
 

 
5
-1

上
水

の
運

転
管

理
及

び
保

守
点

検
（
8
点

）
 

 
 

 

①
取

水
か

ら
受

水
地

点
ま

で
の

運
転

管
理

計
画

 

②
浄

水
施

設
及

び
排

水
処

理
施

設
の

運
転

管
理

方
法

 

③
事

業
期

間
全

体
の

保
守

点
検

計
画

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
及

び
管

理

方
法

が
具

体
的

に
明

記

さ
れ

て
い

る
。

 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

①
取

水
か

ら
受
水

地
点

ま
で

の
施

設
特
性

を
考

慮
し

た
運

転
管

理
計

画
を

事
業

別
に
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
安

定
的

な
水
道

水
の

供
給

を
確

保
す
る

た
め

に
，

運
営

権
者

が
自

ら
定

め
る

管
理
目

標
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
電

力
，

薬
品
，

燃
料

の
調

達
・

管
理
方

法
及

び
品
質
・
規

格
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
季

節
変

動
を
含

む
原

水
水

質
の

変
化
や

施
設
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提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

特
性

を
考

慮
し

た
効

率
的

な
浄

水
施
設

及
び

排
水

処
理

施
設

の
運

転
管

理
方

法
を
事

業
別

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
各

浄
水

場
の
制

御
・

監
視

シ
ス

テ
ム
を

踏
ま

え
た

運
転

監
視

体
制

，
従

事
者

実
績
，

人
員

配
置

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
浄

水
発

生
土
の

適
正

処
分

及
び

有
効
利

用
に

関
す

る
提

案
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
現

状
の

施
設
・

設
備

及
び

改
築

・
修
繕

計
画

を
考

慮
し

た
保

守
点

検
方

針
を

記
載
す

る
こ

と
。

 

③
保

守
点

検
の
頻

度
，

従
事

者
実

績
，
人

員
配

置
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
保

守
点

検
結

果
の

情
報

シ
ス

テ
ム

化
や

修

繕
・
改

築
へ

の
活

用
方

法
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
コ

ン
ク

リ
ー
ト

構
造

物
の

法
定

点
検
内

容
，

方
法

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

③
老

朽
化

施
設
・

設
備

に
つ

い
て

は
，
具

体
的

な
保

守
点

検
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
5
-2

工
水

の
運

転
管

理
及

び
保

守
点

検
（
6
点

）
 

 
 

 

①
施

設
特

性
を

考
慮

し
た

運
転

管
理

計
画

 

②
浄

水
施

設
及

び
排

水
処

理
施

設
の

運
転

管
理

方
法

 

③
事

業
期

間
全

体
の

保
守

点
検

計
画

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
及

び
管

理

方
法

が
具

体
的

に
明

記

さ
れ

て
い

る
。

 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

①
取

水
か

ら
工
業

用
水

使
用

者
受

水
点
ま

で
の

施
設

特
性

を
考

慮
し

た
運

転
管

理
計
画

を
事

業
別

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
安

定
的

な
工
業

用
水

の
供

給
を

確
保
す

る
た

め
に

，
運

営
権

者
が

自
ら

定
め

る
管
理

目
標

値
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
電

力
，

薬
品
，

燃
料

の
調

達
・

管
理
方

法
及

び
品
質
・
規

格
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
水

質
基

準
，
施

設
特

性
を

考
慮

し
た
効

率
的

な
浄

水
施

設
及

び
排

水
処

理
施

設
の
運

転
管

理
方

法
を

事
業

別
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
各

浄
水

場
等
の

制
御

・
監

視
シ

ス
テ
ム

を
踏

ま
え

た
運

転
監

視
体

制
，

従
事

者
実
績

，
人

 



別
紙

1
-
1
0 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

員
配

置
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
仙

台
北

部
工
業

用
水

道
事

業
に

つ
い
て

は
，

濁
度

低
減

処
理

施
設

の
運

転
（

水
処
理

・
排

水
処

理
）

及
び

配
水

管
理

方
法

を
記
載

す
る

こ
と

。
ま

た
，

管
理

目
標

値
を

達
成
す

る
た

め
の

施
策

の
提

案
が

あ
れ

ば
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
浄

水
発

生
土
の

適
正

処
分

及
び

有
効
利

用
に

関
す

る
提

案
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
現

状
の

施
設
・

設
備

及
び

改
築

・
修
繕

計
画

を
考

慮
し

た
保

守
点

検
方

針
を

記
載
す

る
こ

と
。

 

③
保

守
点

検
の
頻

度
，

従
事

者
実

績
，
人

員
配

置
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
保

守
点

検
結

果
の

情
報

シ
ス

テ
ム

化
や

修

繕
・
改

築
へ

の
活

用
方

法
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
老

朽
化

施
設
・

設
備

に
つ

い
て

は
，
具

体
的

な
保

守
点

検
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
5
-3

下
水

の
運

転
管

理
及

び
保

守
点

検
（
8
点

）
 

 
 

 

①
ポ

ン
プ

場
か

ら
放

流
先

ま
で

の
運

転
管

理
計

画
 

②
水

処
理

施
設

及
び

汚
泥

処
理

施
設

の
運

転
管

理
方

法
 

③
大

雨
時

の
異

常
流

入
や

施
設

事
故

時
等

に
お

け
る

水
処
理

能
力

確
保

に
向

け
た

施
設
運

用
 

④
事

業
期

間
全

体
の

保
守

点
検

計
画

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
及

び
管

理
・
運

用
方

法
が

具
体

的

に
明

記
さ

れ
て

い
る

。
 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

①
流

入
か

ら
放
流

ま
で

の
施

設
特

性
を
考

慮
し

た
運

転
管

理
計

画
を

事
業

別
に

記
載
す

る
こ

と
。

 

①
安

定
的

な
水
処

理
を

確
保

す
る

た
め
に

，
運

営
権

者
が

自
ら

定
め

る
管

理
目

標
値
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
電

力
，

薬
品
，

燃
料

の
調

達
・

管
理
方

法
及

び
品

質
・

規
格

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
流

入
水

の
水
量

・
負

荷
変

動
や

施
設
特

性
を

考
慮

し
た

効
率

的
な

水
処

理
施

設
及
び

汚
泥

焼
却

施
設

の
運

転
管

理
方

法
を

事
業
別

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
大

雨
時

の
異
常

流
入

に
対

応
し

た
管
路

，
ポ

ン
プ

場
及

び
浄

化
セ

ン
タ

ー
の

施
設
運

用
及

 



別
紙

1
-
1
1 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

び
溢

水
防

止
対

策
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

③
現

状
の

施
設
・

設
備

及
び

改
築

・
修
繕

計
画

を
考

慮
し

た
保

守
点

検
方

針
計

画
を
記

載
す

る
こ

と
。

 

④
保

守
点

検
の
頻

度
，

従
事

者
実

績
，
人

員
配

置
，

保
守

体
制

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

④
保

守
点

検
結

果
の

情
報

シ
ス

テ
ム

化
や

修

繕
・
改

築
へ

の
活

用
方

法
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

④
老

朽
化

施
設
・

設
備

に
つ

い
て

は
，
具

体
的

な
保

守
点

検
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

③
市

町
村

の
不
明

水
削

減
に

向
け

た
支
援

に
つ

い
て

提
案

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

6
. 

改
築

・
修

繕
等
（

46
点

）
 

 
 

 
6
-1

改
築

・
修

繕
方

針
（

4
点

）
 

 
 

 

①
事

業
期

間
全

体
の

改
築

・
修

繕
方

針
 

②
9
個

別
事

業
の

改
築
・
修

繕
計

画
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

現
行

計
画

と
同

程
度

で

あ
る

。
 

現
行

計
画
以

上
と

な
る

追
加

提
案
で

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

①
改
築
・
修

繕
方

針
の

提
案

は
，
3
事

業
ご

と
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
保

守
点

検
及
び

健
全

度
評

価
の

結
果
を

踏
ま

え
た

合
理

的
な

改
築

・
修

繕
計

画
と
す

る
こ

と
。

 

①
1
-2

の
現

状
分

析
及

び
課

題
整

理
を

踏
ま

え
，

新
技

術
の

開
発

・
導

入
，

創
意

工
夫
と

い
っ

た
提

案
が

あ
る

場
合

は
，

そ
の

計
画
に

つ
い

て
も

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
本

事
業

期
間

終
了

後
も

継
続

的
に

使
用

で

き
，

運
転

・
操

作
・

管
理

が
容

易
な
シ

ス
テ

ム
及

び
設

備
で

あ
る

こ
と

 

②
9
個

別
事

業
ご

と
の

改
築
・
修

繕
計

画
を

対
応

様
式

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

 
6
-2

上
水

の
改

築
・

修
繕
（

14
点

）
 

 
 

 

①
主

要
設

備
に

関
す

る
修

繕
内

容
 

②
主

要
設

備
に

関
す

る
改

築
内

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
及

び
体

制

が
具

体
的

に
明

記
さ

れ

現
行

計
画
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

①
②

主
要

設
備

は
以

下
と

す
る

。
 

中
央

監
視

設
備

（
遠

方
監

視
設

備
含
む

），

取
水

設
備

，
水

処
理

設
備
，

薬
品
注

入
設

 



別
紙

1
-
1
2 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

容
 

 

て
い

る
。
 

め
ら

れ
る

。
 

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

 

備
，

脱
水

機
，

受
変

電
設
備

（
非
常

用
発

電
機

含
む

），
増

圧
ポ

ン
プ

設
備

等
 

①
②

中
峰

浄
水
場

の
改

築
・

修
繕

費
用
を

最
小

限
と

す
る

延
命

化
へ

の
取
組

を
記
載

す
る

こ
と

。
 

①
②

受
変

電
設
備

（
非

常
用

発
電

機
含
む

）
に

つ
い

て
は

，
電

力
需

要
等
を

考
慮
し

た
計

画
が

あ
れ

ば
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
②

老
朽

化
し
た

施
設

及
び

設
備

の
健
全

性
確

保
と

延
命

化
を

考
慮

し
た
修

繕
・
更

新
と

す
る

こ
と

。
 

①
②

上
水

の
改
築

・
修

繕
に

お
い

て
，
新

技
術

の
開

発
・

導
入

，
創

意
工
夫

と
い
っ

た
画

期
的

な
提

案
を

行
う

場
合
に

は
，
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
②

浄
水

発
生
土

の
リ

サ
イ

ク
ル

率
の
向

上
や

Ｃ
Ｏ

２
排

出
量

削
減

等
，
環

境
負
荷

低
減

に
資

す
る

改
築

に
係

る
提
案

が
あ
れ

ば
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
6
-3

工
水

の
改

築
・

修
繕
（

6
点

）
 

 
 

 

①
主

要
設

備
に

関
す

る
修

繕
内

容
 

②
主

要
設

備
に

関
す

る
改

築
内

容
 

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
及

び
体

制

が
具

体
的

に
明

記
さ

れ

て
い

る
。

 

現
行

計
画
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

 

①
②

主
要

設
備

は
以

下
と

す
る

。
 

中
央

監
視

設
備

（
遠

方
監

視
設

備
含
む

），

取
水

設
備

，
沈

砂
・

排
出
設

備
，
高

速
凝

集
沈

殿
池

設
備

，
薬

品
注
入

設
備
，

脱
水

機
，
受

変
電

設
備
（

非
常

用
発

電
機

含
む

），

送
水

ポ
ン

プ
設

備
等

 

①
②

受
変

電
設
備

（
非

常
用

発
電

機
含
む

）
に

つ
い

て
は

，
電

力
需

要
等
を

考
慮
し

た
計

画
が

あ
れ

ば
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
②

老
朽

化
し
た

施
設

及
び

設
備

の
健
全

性
確

保
と

延
命

化
を

考
慮

し
た
修

繕
・
更

新
と

す
る

こ
と

。
 

①
②

工
水

の
改
築

・
修

繕
に

お
い

て
，
新

技
術

 



別
紙

1
-
1
3 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

の
開

発
・

導
入

，
創

意
工
夫

と
い
っ

た
画

期
的

な
提

案
を

行
う

場
合
に

は
，
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
②

浄
水

発
生
土

の
リ

サ
イ

ク
ル

率
の
向

上
や

Ｃ
Ｏ

２
排

出
量

削
減

等
，
環

境
負
荷

低
減

に
資

す
る

改
築

に
係

る
提
案

が
あ
れ

ば
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
6
-4

下
水

の
改

築
・

修
繕
（

10
点

）
 

 
 

 

①
主

要
設

備
に

関
す

る
修

繕
内

容
 

②
主

要
設

備
に

関
す

る
改

築
内

容
 

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
及

び
体

制

が
具

体
的

に
明

記
さ

れ

て
い

る
。

 

現
行

計
画
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

 

①
②

主
要

設
備

は
以

下
と

す
る

。
 

中
央

監
視

設
備

（
遠

方
監

視
設

備
含
む

），

水
処

理
設

備
，

汚
泥

処
理
設

備
（
焼

却
設

備
含
む

），
受

変
電

設
備
（

非
常

用
発

電
機

含
む

）
等

 

①
②

老
朽

化
し
た

施
設

及
び

設
備

の
健
全

性
確

保
と

延
命

化
を

考
慮

し
た
修

繕
・
更

新
と

す
る

こ
と

。
 

①
②

下
水

の
改
築

・
修

繕
に

お
い

て
，
新

技
術

の
開

発
・

導
入

，
創

意
工
夫

と
い
っ

た
画

期
的

な
提

案
を

行
う

場
合
に

は
，
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
②

汚
泥

の
リ
サ

イ
ク

ル
率

の
維

持
や
Ｃ

Ｏ
２

排
出

量
削

減
等

，
環

境
負
荷

低
減
に

資
す

る
改

築
に

係
る

提
案

が
あ
れ

ば
記
載

す
る

こ
と

。
 

 

 
6
-5

下
水

道
事

業
に

係
る

改
築

費
用

（
7
点

）
 

 
 

 
①
4
流

域
事

業
の

総
改

築
費

用
 

 
5
.
2
.3

に
示

す
計

算
式

を
基

に
得

点
化

す
る

。
 

①
消

費
税

及
び
地

方
消

費
税

を
含

ま
な
い

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

 
6
-6

健
全

度
評

価
（

5
点

）
 

 
 

 

①
健

全
度

評
価

の
実

施
頻

度
及

び
方

法
 

②
健

全
度

評
価

結
果

の
管

理
，

情
報

共
有

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
計

画
及

び
体

制

が
具

体
的

に
明

記
さ

れ

て
い

る
。

 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

画
期

的
な

取
組

が
盛

り
込

ま
れ

て
お

り
，

具
体

的
か

つ
効

果
的

で
実

現
可

能
性

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

。
 

①
施

設
健

全
性
の

維
持

・
確

保
の

考
え
方

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
実

施
時

期
，
頻

度
，
方

法
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
②

改
築

・
修
繕

計
画

に
反

映
で

き
る
内

容
と

な
っ

て
い

る
こ

と
。

 

 



別
紙

1
-
1
4 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

②
評

価
結

果
の
管

理
方

法
，

県
へ

の
報
告

や
情

報
共

有
体

制
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

7
. 

セ
ル

フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
（
8
点

）
 

 
 

 
7
-1

セ
ル

フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

体
制

等
（
5
点

）
 

 
 

 

①
セ

ル
フ

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
方

針
，

体
制

及
び

方
法

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 
要

求
水

準
の

充
足

状
況

を
確

認
で

き
る

と
認

め

ら
れ

る
。

 

Ｋ
Ｐ

Ｉ
の
設

定
等

，
県

に
対

す
る
報

告
を

，
効

率
的

に
行
う

た
め

の
工

夫
が

あ
る
と

認
め

ら
れ

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
セ

ル
フ

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
の

提
案
に

あ
た

っ
て

は
，

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

基
本

計
画
の

内
容

を
踏

ま
え

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
セ

ル
フ

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
は

，
以
下

の
区

分
ご

と
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

1
)義

務
事

業
 

①
経

営
に

関
す

る
業

務
 

②
運

営
権

設
定

対
象
施

設
に

お
け

る
維

持
管

理
及

び
改

築
に

係
る

業
務

 

③
運

営
権

設
定

対
象
施

設
以

外
の

施
設

等
に

お
け

る
維

持
管

理
業

務
 

④
本

事
業

用
地

及
び
運

営
権

設
定

対
象

施
設

等
の

保
安

等
に

係
る

業
務

 

⑤
土

地
，

建
築

物
及

び
工

作
物

等
貸

付
業

務
 

⑥
関

連
業

務
 

2
)附

帯
事

業
 

3
)任

意
事
業

(提
案

が
あ

る
場

合
の

み
)
 

①
セ

ル
フ

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
の

提
案
に

あ
た

っ
て

は
，

上
記

の
区

分
ご

と
に

以
下
を

記
載

と
す

る
こ

と
。

 

 
セ

ル
フ

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

体
制

 

 
セ

ル
フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の
主

な
具
体

的
項

目
と

達
成

基
準

及
び

そ
の

選
定

根
拠

 

 
項

目
ご
と

の
セ

ル
フ

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

を
行

う
頻

度
 

 
セ

ル
フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
結
果

を
業
務

改
善

に
役

立
て

る
た

め
の

方
法

 

 
セ

ル
フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
手
法

の
見
直

し
の

検
討

の
頻

度
 

 



別
紙

1
-
1
5 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

 
7
-2

情
報

公
開
（

3
点

）
 

 
 

 

①
セ

ル
フ

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

結
果

等
の

情
報

公
開

の
方

法
及
び

内
容

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 
セ

ル
フ

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

結
果

等
，
積

極
的

に
情

報

公
開

を
行

う
も

の
と

認

め
ら

れ
る

。
 

情
報

公
開
の

方
法

及
び

内
容

が
わ
か

り
や

す
さ

に
配

慮
し
た

も
の

で
あ

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
セ

ル
フ

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
結

果
等

の
情
報

公
開

に
係

る
方

針
，

情
報

公
開

の
方

法
，
公

開
す

る
情

報
，

情
報

の
更

新
の

頻
度

を
記
載

す
る

こ
と

。
 

 

8
. 

危
機

管
理
（

10
点

）
 

 
 

 
8
-1

災
害

時
に

お
け

る
対

応
（

5
点

）
 

 
 

 

①
地

震
，

津
波

，
火

山
噴

火
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
手

順
・

体
制

 

②
大

雨
時

の
対

応
手

順
・

体
制
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
手

順
及

び
体

制

が
具

体
的

に
明

記
さ

れ

て
い

る
。

 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
②

各
災

害
に

お
け

る
対

応
手

順
及

び
体

制

は
，

地
震

（
上

水
・

工
水

・
下

水
），

津
波

（
下
水

），
火

山
噴

火
に

よ
る

降
灰
（

蔵
王

山
を

想
定

と
す

る
こ

と
）
（

上
水

）
，

大
雨

（
下

水
）

に
分

け
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
地

震
（

上
水
・

工
水

）
は

，
導

水
・
送

水
・

配
水

管
の

漏
水

等
に

関
す

る
監

視
，
県

へ
の

連
絡

及
び

協
力

体
制

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
②

各
災

害
に

お
け
る

3
事

業
間

の
バ

ッ
ク

ア

ッ
プ

体
制

等
に

つ
い

て
も

記
載

す
る

こ

と
。

 

②
溢

水
時

の
県
へ

の
連

絡
及

び
支

援
体
制

に
つ

い
て

も
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

 
8
-2

事
故

時
に

お
け

る
対

応
（

3
点

）
 

 
 

 

①
水

質
事

故
時

の
対

応
手

順
・

連
絡

体
制

 

②
浄

水
処

理
施

設
，

水
処

理
施

設
の

事
故

時
の

対
応

手
順
・

連
絡

体
制

等
設

備
故

障
等
含

む
）

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
手

順
及

び
体

制

が
具

体
的

に
明

記
さ

れ

て
い

る
。

 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
3

事
業

ご
と
に

施
設

特
性

を
考

慮
し
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

②
上

水
・

工
水
は

，
送

水
量

・
配

水
量
の

確
保

に
向

け
た

施
設

運
用

に
つ

い
て

記
載
す

る
こ

と
。

 

②
上

水
・

工
水
は

，
原

水
（

毒
物

，
油
等

）
及

び
浄

水
（

基
準

値
超

過
等

）
の

水
質
事

故
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
上

水
は

，
塩
素

漏
洩

事
故

に
つ

い
て
記

載
す

る
こ

と
。

 

②
下

水
は

，
有
害

物
質

の
流

入
等

の
水
質

事
故

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

 



別
紙

1
-
1
6 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

 
8
-3

保
安

対
策
（

2
点

）
 

 
 

 

①
本

事
業

用
地

及
び

運
営

権
設

定
対

象
施

設
等

の
保

安
体

制
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

要
求

水
準

を
充

足
す

る

た
め

の
体

制
が

具
体

的

に
明

記
さ

れ
て

い
る

。
 

現
行

体
制
以

上
と

な
る

追
加

提
案
が

あ
り

，
具

体
的

か
つ
効

果
的

と
認

め
ら

れ
る

。
 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
3
事

業
ご

と
に
，
有

人
施

設
，
無

人
施

設
に

分

類
し

，
施

設
の

機
能

及
び

立
地

特
性
を

考
慮

し
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

 

9
. 

事
業

継
続

措
置
（

16
点

）
 

 
 

 
9
-1

事
業

継
続

性
を

確
保

す
る

た
め

の
対

応
策

（
8
点
）

 
 

 

 

①
事

業
継

続
性

を
確

保
す

る
た

め
の

財
務

面
に

関
す

る
施

策
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

事
業

継
続

性
を

確
保

す

る
た

め
に

必
要

な
資

金

の
考

え
方

及
び

資
金

シ

ョ
ー

ト
等

の
リ

ス
ク

対

応
策

に
つ

い
て
，
具

体
的

に
明

記
さ

れ
て

い
る

。
 

リ
ス

ク
対
応

策
が

具
体

的
に

複
数
明

記
さ

れ
て

お
り

，
そ
れ

ぞ
れ

の
対

応
策

に
つ
い

て
，

実
行

の
確

実
性
を

証
明

す
る

資
料

が
添
付

さ
れ

て
お

り
，

有
効
性

が
確

認
で

き
る

。
 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
財

務
に

対
す
る

イ
ン

パ
ク

ト
を

与
え
る

事
象

を
想

定
し

，
整

理
分

析
す

る
こ

と
。

 

①
運

営
権

者
の
財

務
状

況
に

過
度

な
ス
ト

レ
ス

が
生

じ
た

場
合

の
対

策
と

し
て

，
保
険

，
金

融
機

関
に

よ
る

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
ラ
イ

ン
の

設
定

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
応

募
企

業
又
は

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
構
成

員
に

よ
る

保
証

を
想

定
す

る
場

合
は

提
案
の

実
効

性
を

担
保

す
る

仕
組

み
を

併
せ

て
提
案

す
る

こ
と

。
 

 

 
9
-2

事
業

継
続

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

お
け

る
移

行
方

法
（
8
点

）
 

 
 

 

①
事

業
継

続
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

の
移

行
施

策
及

び
体

制
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

事
業

継
続

が
困

難
と

な

っ
た

場
合

に
お

け
る

移

行
方

法
に

つ
い

て
，
適

切

で
あ

る
か

確
認

す
る

。
 

業
務

の
移
行

が
円

滑
に

行
わ

れ
る
創

意
工

夫
が

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
事

業
全

体
の
移

行
に

つ
い

て
，

具
体
的

な
手

順
，

役
割

，
責

任
分

担
を

時
系

列
に
ま

と
め

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

①
運

転
管

理
業
務

の
移

行
に

つ
い

て
，
具

体
的

な
手

順
，

役
割

，
責

任
分

担
を

時
系
列

に
ま

と
め

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

1
0
. 

地
域

貢
献
（

10
点

）
 

 
 

 
1
0
-1

地
域

経
済

に
対

す
る

取
組

（
7
点

）
 

 
 

 

①
地

元
企

業
の

連
携

・
協

力
及

び
地

域
人

材
の

雇
用

 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

地
元

企
業

と
の

連
携
・
協

力
，
地

域
人

材
の

雇
用

に

つ
い

て
基

本
方

針
が

明

記
さ

れ
て

い
る

。
 

委
託

等
を
含

め
，

地
元

企
業

の
本
事

業
等

の
参

画
や

，
地
域

人
材

雇
用

に
つ

い
て
，

具
体

的
に

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

技
術

力
の
継

承
が

適
切

に
行

わ
れ
る

体
制

が
構

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
企

業
数

や
雇
用

す
る

地
域

人
材

の
人
数

の
羅

列
に

と
ど

ま
ら

ず
，

本
事

業
等

に
お
け

る
地

元
企

業
及

び
地

域
人

材
の

役
割

を
記
載

す
る

こ
と

。
 

①
3
事

業
ご

と
に

分
け

て
，
地

元
企

業
及

び
地

域

人
材

へ
の

技
術

の
継

承
に

つ
い

て
記
載

す
る

こ
と

。
 

 



別
紙

1
-
1
7 

 

 
提

案
項

目
 

評
価

基
準

 

記
載

上
の
留

意
事

項
 

対
応

様
式
 

 
記

載
必

須
項

目
 

標
準

未
満

 

-
 

標
準

 

配
点
×

0.
6 

良
 

配
点
×

0.
8 

優
 

配
点
×

1.
0 

築
さ

れ
て

い
る

。
 

 
1
0
-2

県
民

等
の

理
解

醸
成

方
針

・
施

策
（
3
点

）
 

 
 

 

①
広

報
活

動
の

方
針

・
施

策
 

「
標
準

」
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

県
民

等
の

本
事

業
等

へ

の
理

解
醸

成
に

資
す

る

方
針

及
び

施
策

が
明

記

さ
れ

て
い

る
。

 

県
民

等
の
本

事
業

等
へ

の
理

解
醸
成

に
資

す
る

施
策

の
内
容

に
民

間
な

ら
で

は
の
創

意
工

夫
が

明
記

さ
れ

て
い

る
。

 

「
良

」
を

上
回

る
提

案
が

あ
っ

た
場

合

に
，

評
価

の
対

象
と

す
る

。
 

①
広

報
活

動
の
施

策
の

内
容

及
び

実
施
頻

度
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
施

策
に

係
る

費
用

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

1
1
. 

運
営

権
者

提
案

額
（

40
点

）
 

 
 

 
1
1
-1

運
営

権
者

提
案

額
（
4
0
点

）
 

 
 

 

①
運

営
権

者
提

案
額

 
 

5
.
2
.4

に
示

す
計

算
式

を
基

に
得

点
化

す
る

。
 

①
運

営
権

者
提
案

額
の

提
案

に
お

い
て
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
を

含
ま

な
い
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

①
有

価
物

の
売
却

収
入

は
，

運
営

権
者
提

案
額

を
構

成
す

る
廃

棄
物

処
理

費
の

控
除
項

目
と

す
る

こ
と

。
 

①
補

助
金

に
つ
い

て
は

，
流

域
下

水
道
事

業
に

お
け

る
改

築
に

係
る

国
交

付
金

の
み
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 

 

 


